
令和６年度 第５回 帯広市行財政改革推進委員会 次第 

 

 

日時：令和７年２月 26日（水）16時 00 分 

場所：市役所 10階第３会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

 

（１）帯広市行財政改革計画における令和６年度の総括について 

（２）その他 

 

３ 閉会 



（案） 
  

帯広市行財政改革計画 

推進状況報告書 

令和７年 月 

帯広市 

 

令和 7 年 2 月 26 日 

第５回帯広市行財政改革推進委員会 

資料１ 

資 料 １ 
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推進状況の総括 

 「帯広市行財政改革計画」（令和２～６年度）における「行政サービスの見直しと公民

連携の推進」及び「内部資源の効率的な活用と強化」の２つの柱に基づいて推進してきた

17の取組項目について、令和６年度の総括を行いました。 

 それぞれの取組項目に対しては、担当課や行財政改革計画を総括する人事課による自己

評価をもとに、市長を本部長とする「帯広市行財政改革推進本部」や企画調整監等で構成

する「帯広市人材行革委員会」、外部の有識者により構成する「帯広市行財政改革推進委

員会」を通じて評価を実施しました。 

全 17 項目 25 件中、コスト面などで課題があり、年次計画通りに取組が進まず、「さら

なる推進が必要」と評価された項目が２件あったものの、概ね年次計画通りに取組を推進

できており、「一部進んでいる」と評価された項目が８件、年次計画通りに取組を推進で

き、「計画通り進んでいる」と評価された項目が 15件となっており、全体としては約９割

の取組項目において、計画通りに推進することができました。 

計画全体の成果を評価するために設定した指標のうち、指標１については、さまざまな

機会を通じて市民の意見や要望を把握し、保育所の民間移管や学校における用務業務等の

民間委託、ICTを活用した事務改善、ふるさと納税を通じた自主財源の確保など、事業の

見直し等を図り、その状況を広報紙や SNSなどの多様な手法・機会を通じて情報を発信し

てきましたが、目標値との乖離が生じています。 

また、指標２については〇〇〇。 
 

指標１ まちづくりのために、有効に税金が使われていると思う市民の割合 

    （第七期帯広市総合計画の施策 23「自治体経営の推進」と同一） 

※R2 市⺠アンケート調査未実施 
 

指標２ 月間の時間外勤務時間が 45時間を超えた職員の数（年度内の累計） 

基準値

（R1） 
目標値 R２ R3 R4 R5 R6 

26.8％ 31.8％ － 26.2% 24.3% 22.4％ 21.2％ 

基準値 

（H30 実績） 
目標値 

R2 

実績 

R3 

実績 

R4 

実績 

R5 

実績 

R６ 

実績 

762 人 
509 人 

（H26 水準）以下 
849 人 802 人 943 人 851 人  



 

項目選定の主な視点 

 ➀ 業務やサービスを取り巻く社会環境等が変化していないか。 

 ➁ 他都市と比較して、職員の配置やサービスの水準は妥当か。 

 ➂ 市が直接実施しなければならないか。 

 ➃ 職員が行う業務を、機械化、自動化できないか。 

 ➄ 業務の効果を向上させることはできないか。 

 

2 

取組項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行政サービスの見直しと公民連携の推進 主な視点 

１－１ 保育所の民間移管・再編 ➁、➂ 

１－２ ごみ収集業務の民間委託拡充 ➁、➂ 

１－３ コミュニティ施設の管理運営手法の検証 ➀ 

１－４ 施設の管理運営業務等の包括委託・委託拡充の検討 ➁、➂ 

１－５ 指定管理者制度の導入拡大、運用の見直し ➂ 

１－６ 学校給食センターの運営手法の調査・研究 ➁、➂ 

１－７ コミュニティセンター分室機能の廃止検討 ➀ 

１－８ 公用バスの廃止検討 ➀、➁、➂ 

 

２ 内部資源の効率的な活用と強化 主な視点 

２－１ 定型的業務への RPA の導入 ➀、➃、➄ 

２－２ ICT の利活用による業務の効率化 ➀、➃、➄ 

２－３ ペーパーレス化の推進 ➀、➃ 

２－４ 技能労務系業務における職員体制の見直し ➀、➁ 

２－５ 自主財源の確保・拡大 ➀、➁、➄ 

２－６ 収納業務におけるキャッシュレス決済導入の検討 ➀、➃、➄ 

２－７ 職員配置の柔軟化と多様な任用形態の活用 ➀、➄ 

２－８ 業務改善の継続的な実施・共有 ➃、➄ 

２－９ 人事評価制度の活用拡大 ➄ 

 

  



１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①公立保育所の民間移管

R2 R3 R4 R5 R6

対象施設の決定
公募・選定（日赤

東）

引継（日赤東）

公募・選定（帯広）
民間移管（日赤東） 公募・選定（豊成）

・令和６年度までの民

間移管施設やスケ

ジュールを整理

・厚生委員会へ報告

・保護者・関係団体等

への説明

・その他、移管に向け

た準備を実施

・保護者説明会開催

・日赤東保育所移管

先法人の募集・決定

・その他、日赤東保

育所の移管に向けた

準備を実施

・日赤東保育所の移

管に向けた準備を実

施

・再編内容の見直し

・見直し後の再編内

容を厚生委員会へ報

告

・日赤東保育所の移管

（令和５年４月～ 社会

福祉法人池田光寿会  に

じいろ保育園）

・民間移管・統廃合に

向けた準備を実施

・豊成保育所の移管

先法人の決定

・豊成保育所の移管

に向けた準備を実施

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

②公立保育所の定員縮小

R2 R3 R4 R5 R6

定員縮小施設の決定
定員縮小に向けた調

整

定員のあり方の検討

・令和６年度までの

定員縮小施設やスケ

ジュールを整理

・厚生委員会へ報告

・保護者・関係団体

等への説明

・定員縮小を見据え

た入所調整を実施

・保護者説明会開催

・定員縮小を見据え

た入所調整を実施

・再編内容の見直し

を踏まえた保護者・

関係団体等への説明

・定員割れを見据え

た入所調整点数の設

定

・令和５年度から予

定していた定員縮小

の取りやめを決定

・令和7年度以降の教

育・保育ニーズ調査

を実施

・令和7年度以降の教

育・保育需要を推計

・上記推計に応じた

定員確保方策の検討

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

③ さらなる推進が必

要

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

進捗

評価

年次

計画

年次

計画

保育所の民間移管・再編

こども課

将来にわたって安定的な保育を提供するため、公立保育所の民間移管や保育需要に応じた定員の縮小を進めま

す。

①公立保育所の民間移管

②公立保育所の定員縮小

取組

実績

1-1

担当課

取組

内容

取組

事項

取組

実績

進捗

評価
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①プラスチックごみ収集業務の民間委託拡充

R2 R3 R4 R5 R6

拡充に向けた業者選

定

新規委託実施（直営

の収集車9台中3台程

度）

更なる拡充の検討

プラ製容器包装収集

業務（R6～R8）に係

る入札・契約

プラ製容器包装収集

業務委託開始（R6～

R8）

・プラスチック製容

器包装収集運搬業務

の一部について、令

和３年度からの民間

委託に向けた入札実

施

・落札者と業務委託

契約締結

・プラスチック製容

器包装収集運搬業務

の一部を民間に委託

・プラスチック製容器

包装収集運搬業務の一

部を民間に委託（継

続）

・プラスチック製容器

包装収集運搬業務の民

間委託を拡大した場合

の効果や入札手法に関

する検討

・プラスチック製容器包装

収集運搬業務の一部を引き

続き民間に委託

・プラスチック製容器包装

収集運搬業務の一部（概ね

全体の３分の２の範囲）に

ついて、令和６年度から民

間に委託する範囲を拡大し

て入札を実施し、落札者と

業務委託契約締結

・プラスチック製容

器包装収集運搬業務

の一部（概ね全体の

３分の２の範囲）に

ついて、民間に委託

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

1-2 ごみ収集業務の民間委託拡充

担当課 清掃事業課

取組

内容
ごみ収集業務をより効率的に実施するため、民間委託の範囲を拡充します。

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①プラスチックごみ収集業務の民間委託拡充

年次

計画

取組

実績

進捗

評価
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①コミュニティ施設の管理運営手法の検証

R2 R3 R4 R5 R6

管理運営手法の検証 （検証結果により）

可能なものから見直

し検討

施設設置条例施行規則の

改正

新たな使用許可基準の運

用開始

新たな使用許可基準、

利用内容の見直し

・管理人の配置手法や

使用許可基準の見直し

について、施設管理人

や運営委員長等と意見

交換

・運営委員会と市の役

割分担について、施設

設置条例施行規則の改

正案を整理

・管理人の配置手

法、新たな使用許可

基準、営利行為団体

の登録制度等の検討

・運営委員会方式の

現状把握に係る調査

手法等の検討

・今後の施設管理体

制や施設設置条例施

行規則、使用許可基

準の検討案につい

て、施設職員及び運

営委員長と意見交換

を実施

・管理人の配置手法及び使

用許可基準、コミセンにお

ける利用内容の見直しにつ

いて、検討案を作成し、意

見交換会を実施

・農業センター、コミセン

並びに福祉センターにおけ

る利用実態調査を実施

・新たな使用許可基

準、コミセンにおけ

る利用内容の見直し

により４月から営利

目的利用を許可する

運用を開始

・新たな管理運営手

法について、施設ご

との設備状況の調査

や施設管理人及び運

営委員長へのアン

ケート調査を実施

・新たな管理運営手

法について、先進地

や関係課への情報収

集を実施

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要
② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①コミュニティ施設の管理運営手法の検証

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-3 コミュニティ施設の管理運営手法の検証

担当課 市民活動課、農村振興課

取組

内容

コミュニティセンターや地域福祉センター、農業センターの管理運営手法について検証を行い、今後のあり方

を検討します。
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①施設の維持管理業務等の包括委託の検討

R2 R3 R4 R5 R6

対象施設、業務内容

の検討
検討の継続

随時検討し、可能な

部分から委託業務実

施

・包括委託の可能性

について、清掃・警

備等の管理業務が必

要な直営施設所管課

へ聴取

・他自治体の先進事

例等の事例収集

・庁内協議を行い、

包括委託についての

可能性を検討

・上下水道料金収納業

務に係る包括委託の導

入検討

・大空学園義務教育学

校及び帯広南商業高等

学校用務業務の包括委

託に係る入札の実施

（R5.4委託開始）

・上下水道料金収納

業務に係る包括委託

に向けた引継作業

・大空学園義務教育

学校・帯広南商業高

等学校用務業務の民

間委託開始

・上下水道料金収納

業務に係る民間への

包括委託を開始

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要
② 一部進んでいる ② 一部進んでいる

① 計画通り進んでい

る

②市庁舎総合案内や電話交換業務等の民間委託の検討

R2 R3 R4 R5 R6

委託業務範囲、実施

体制の検討

直営による効率的な

運営体制の検討

総合案内や電話交換業務

等の運営体制の見直し

庁舎改修に合わせた更新

手法の検討

・道内9都市の各業務

の導入状況調査

・必要経費の比較検

討

・直営を維持し、電

話交換機の更新に合

わせ、従事職員の体

制を見直す方向で整

理

・様々な電話交換機

の更新手法を検討

し、導入コスト確認

・総合案内や電話交

換業務等の運営体制

の見直しの検討を実

施

・総合案内、電話交

換業務の運営体制を

見直し、4月より新体

制で試行的に開始

・庁舎改修に合わせ

た電話交換機の更新

手法などの情報収集

・新体制での電話交

換業務を継続

・新体制での電話交

換業務を継続

② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる
進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①施設の維持管理業務等の包括委託の検討

②市庁舎総合案内や電話交換業務等の民間委託の検討

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-4 施設の管理運営業務等の包括委託・委託拡充の検討

担当課 各施設管理課、人事課

取組

内容

施設等の効果的・効率的な運営を図るため、清掃や警備、受付などの維持管理業務について、複数施設の包括

的な委託や、委託内容の拡充を検討します。
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①指定管理者制度の新規導入

R2 R3 R4 R5 R6

検討、導入施設決定

（検討結果により）

指定管理者公募

新規導入施設の検

討、所管課との調整

等

・未導入の施設担当

課へ調査を実施

・次年度に指定期間

が終了する施設に対

し次期選定に向けた

調査を実施

・令和３年度から1施

設、令和４年度から1

施設で導入を検討

・１施設で導入開

始、令和４年度から

更に１施設で導入決

定

・更新年度を迎える

施設において、指定

管理者の選定を実施

・未導入の施設担当

課へ調査を実施

・指定管理者制度の新

規導入に係る選定年度

及び前年度の標準的な

作業スケジュールを作

成

・指定管理者制度未導

入施設の担当課を対象

に、制度導入拡大に向

けた調査を実施

・指定管理者制度未

導入施設の担当課を

対象に、制度導入拡

大に向けた調査を実

施

・指定管理者制度未導

入施設の担当課を対象

に、昨年の調査以降の

検討状況など、制度導

入拡大に向けた調査を

実施

・制度導入に向けた課

題や考え方の整理、検

討

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる

②運用方法の見直し

R2 R3 R4 R5 R6

運用方法の見直し検

討

見直し後の運用で選

定作業
運用方法等の整理

整理後の運用による

施設管理

必要に応じ運用見直

し

・令和3年の次期選定

に向け、課題整理の

ため、指定管理者及

び施設担当課を対象

に意見照会を実施

・留意文書による市

からの要請事項等の

取組実態について調

査を実施

・指定管理者及び施

設担当課を対象に実

施した意見照会なら

びに指定管理者関係

課会議での意見を踏

まえ、一部運用を見

直し選定作業を実施

・モニタリングマニュ

アルを一部改正し、事

業評価の次期選定への

反映手法の見直しを実

施

・指定管理者選定時に

おける事務処理の流れ

を明確化するため、選

定事務フローの見直し

を実施

・電気料金や物価等の

高騰に伴うリスク分担

対応について、過不足

等を検証し、一部施設

について見直しを実施

・制度運用の課題把握

のため指定管理者に対

してアンケートを実施

・指定期間更新制度の

導入に向けた検討

・隣接する施設の一体

管理に向けた検討の支

援

・賃金及び物価高騰に

対応するため、賃金ス

ライド制度の導入及び

リスク分担の見直しを

実施し、導入

・現行のリスク分担に

ついて、物価水準の上

昇を踏まえ、電気料と

燃料費のリスク分担割

合を引き下げ

・人件費については令

和7年度からリスク分担

割合の引き下げを決定

② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる
進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①指定管理者制度の新規導入

②運用方法の見直し

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-5 指定管理者制度の導入拡大、運用の見直し

担当課 各施設所管課、契約管財課

取組

内容

直営で運営している公の施設について、指定管理者制度の導入拡大の検討を進めるほか、既に導入している

施設について、より効果的な運用方法を検討します。
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①給食センターの運営手法の調査・研究

R2 R3 R4 R5 R6

内部調査・研究

運営委員会からの意

見聴取

今後の方向性の整理

情報収集の継続

さらなる安定運営に

向けた職員体制の見

直し検討

・内部調査・研究項

目の検討

・道内主要都市追加

調査の実施

・直営による運営と

民間委託とした場合

の比較検討

・運営手法の調査・

研究報告書の作成

・調査・研究報告書

案の整理

・調査・研究報告書

の運営委員会への報

告及び意見聴取

・民間のノウハウを

活かした委託料の再

調査

・調査・研究報告書

の運営委員会への再

報告及び意見聴取

・今後の方向性の整

理（当面の間は直営

で運営）

・調査・研究報告書

策定にかかる民間事

業者との意見交換

・主任調理員の配置

検討

・調査・研究報告書

策定にかかる民間事

業者との意見交換

・主任調理員の配置

検討

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①給食センターの運営手法の調査・研究

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-6 学校給食センターの運営手法の調査・研究

担当課 学校給食センター

取組

内容

学校給食センターのこれまでの運営状況や社会情勢の変化などを踏まえて、今後の安定的かつ効率的な運営手

法について調査・研究します。
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①コミュニティセンター分室の廃止検討

R2 R3 R4 R5 R6

廃止の検討 廃止時期の再検討

廃止時期の決定及び

証明書交付窓口の今

後の方向性の整理

デジタルを活用した

代替機能の検討な

ど、証明書交付窓口

の今後の方向性の整

理

・廃止時期の検討

（分室の利用状況や

マイナンバーカード

の交付状況などを総

合的に勘案し、令和

３年度からの廃止は

見送り）

・廃止時期の検討

（マイナンバーカー

ドの交付状況のほ

か、分室及びコンビ

ニの利用状況などを

総合的に勘案し、令

和４年度からの廃止

は見送り）

・廃止時期の検討

・商業施設での出張

申請の実施やカード

センターの設置によ

るマイナンバーカー

ドの交付促進

・証明書交付窓口の

方向性の検討

・住民票等のオンラ

イン申請システムの

運用を開始

・諸証明のコンビニ

交付サービスの周

知、発行件数の増加

・コミュニティセン

ターでの諸証明発行

件数の減

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①コミュニティセンター分室の廃止検討

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-7 コミュニティセンター分室機能の廃止検討

担当課 戸籍住民課

取組

内容

利用状況等に鑑み、コミュニティセンターで住民票等の交付を行っている戸籍住民課分室機能の廃止を検討し

ます。
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１　行政サービスの見直しと公民連携の推進

①公用バスの廃止、バス使用事業の代替手法の検討

R2 R3 R4 R5 R6

代替手法の検討 代替手法の決定 バスの廃止

・道内10都市へ調査

実施

・公用バスの保有継

続と民間委託時の費

用を比較検討

・バス事業所管課の

考え方を聴取

・公用バスと民間バ

スの運用比較

・公用バス廃止に係

る代替手法として民

間バス事業者に委託

することを決定

・令和４年４月１日

より民間委託開始

・引き続き、民間委

託を継続

・引き続き、民間委

託を継続

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①公用バスの廃止、バス使用事業の代替手法の検討

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

1-8 公用バスの廃止検討

担当課 総務課、各事業担当課

取組

内容

市が保有し、行事等に使用しているバスについて、老朽化が進み、運転等の人員の確保も困難になってきてい

ることから、市でのバス保有の廃止と、バスの運行が必要な事業の民間活用を検討します。
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①RPAの導入

R2 R3 R4 R5 R6

RPA導入の検討
（検討結果により）

試行導入、検証

RPAの導入、活用拡

大の検討
・RPAの活用拡大

・活用環境の構築

・検討対象課の選定

及び説明会実施

・各課での検証作業

・次年度の課題整理

や対象課の選定

・全国でのRPA活用

に向けた検証作業へ

参加（農業委員会）

・活用環境の構築

・試行導入、効果の

検証

・各課向けの研修実

施

・既存RPAシナリオの

継続利用

・新たに追加された業

務のRPAシナリオ作成

・各課向けの研修実施

・令和４年度導入業務

の効果検証

・令和５年度の業務活

用に向けた各課案内

・RPAライセンス形態の拡

大

・使用環境の改善（VDI環

境での活用）

・新規RPAの開発、実装

・各種研修の実施

・新規業務へのRPA活用

・令和５年度導入業務の効

果検証

・新規RPAの開発、

実装

・対面、eラーニング

による各種研修の実

施

・使用環境の改善

・令和６年度導入業

務の効果検証

・令和７年度に向け

た使用環境の改善及

びコスト削減の検討

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

2-1 定型的業務へのRPAの導入

担当課 ICT推進課、各課

取組

内容

職員がより付加価値の高い業務に従事できるよう、税業務や内部管理業務などにおいて、RPAの導入を進めま

す。

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①RPAの導入

年次

計画

取組

実績

進捗

評価
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２　内部資源の効率的な活用と強化

➀ICT活用による業務の効率化

R2 R3 R4 R5 R6

ICT活用（AIなど）の

検討

（検討結果により）

試行導入、検証

グループウェアの導

入検討

ICT活用拡大の検討

システム標準化に向

けた調整

グループウェア導入

システム標準化に向けた

データ移行

一部システムの標準準拠シ

ステム移行

・テレワーク環境の

構築、試行運用

・議事録作成自動化

の検証

・ショートメッセー

ジ機能による催告業

務の試行運用

・HP管理システムの

リニューアル

・グループウェアの

試行導入、検証

・テレワーク実施方

式の追加

・システム標準化に

係る庁内情報共有

・職員間のメッセー

ジ送受信システム作

成

・システム標準化に

係る調整

・グループウェアの

導入

・保育所への業務用

端末の増設

・AIを活用した音声

認識ソフトによる議

事録作成の試行実施

・こども課での「書

かない窓口」の運用

開始

・校務支援システム

の導入

【標準化】

・FIT&GAP分析作業

・文字情報同定作業

・ガバメントクラウ

ド接続方法決定

【その他】

・生成AIの活用につ

いて通知

【標準化】

・「情報システム標準化に

向けた基本方針について」

制定

・業務毎に個別ワーキング

グループを開催しFit&Gap

分析作業を実施

・標準化に向けたガバメン

トクラウド接続環境構築

・健康管理業務の標準準拠

システムへの本番データ移

行・稼働（R7.3.21本稼

働）

・安定移行を見据えた移行

計画の見直しを決定

【その他】

・生成AIの積極的活用に向

けた周知や説明会を実施

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

➀ICT活用による業務の効率化

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-2 ICTの利活用による業務の効率化

担当課 ICT推進課、各課

取組

内容
AIを含むICTについて各業務への積極的な活用を図り、業務効率化を進めます。

システム標準化に向けた

データ移行
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①市役所内部でのペーパーレス化の推進

R2 R3 R4 R5 R6

会議のペーパーレス

化の試行実施、検証

順次、導入範囲の拡大

ペーパーレス化に向け

た執務環境の見直し

電子決裁システムの導

入検討

オンライン会議用端末の継

続運用

ペーパーレス化の促進 個別システムでの電子決裁

機能の導入検討

・オンライン会議用

端末の設定、運用

・軽量小型端末を用

いたペーパーレス会

議の原則化

・電子決裁システム

の標準的なシステム

仕様等について情報

収集

・利用端末の増台な

ど、オンライン会議

実施拡大に向けた環

境整備

・庁内向け電子申請

システムの活用事例

拡充

・電子決裁システム

の情報収集

・庁内向け電子申請

システムの活用事例

拡充

・オンライン会議の

推進

・会議資料のペー

パーレス化の推進

・電子決裁システム

に係る情報収集

・国による業務シス

テムの統一・標準化

に係る情報収集

・ワークフロー機能

（簡易的な電子決裁

機能）の活用の整理

・会議資料のペー

パーレス化

・議会関係資料の

ペーパーレス化の取

組を実施

・グループウェア

（Webex）の導入

・ワークフロー機能（簡易

的な電子決済機能）の利用

推進

・ペーパーレス推進のため

の取り組み方針を作成し、

総務部にて先行実施

・個別システムでの電子決

裁機能導入にかかる文書事

務等の整理・検討

・電子決裁システム導入に

当たり、必要事項の洗い出

し、整理

・電子決裁システム導入自

治体等への調査による、シ

ステム導入に当たっての必

要な事項（工程等）の洗出

し・整理

・議会関係資料のペーパー

レス化の取組を実施

・会議資料のペーパーレス

化

① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる

②行政手続きのオンライン化の検討

R2 R3 R4 R5 R6

随時検討

国等の情報収集

国の動向に合わせた

検討

マイナンバーカード

を活用した行政手続

きオンライン化の拡

充

随時検討し、可能なものか

らオンライン化

標準準拠システム移行に伴

うオンライン化に関する情

報収集

標準準拠システム移行に伴

うオンライン化に関する影

響調査

・行政手続及び内部手

続における押印欄の廃

止に向けた全庁照会や

見直しを実施

・次年度における市民

まちづくりアンケート

の電子回答導入に向け

たフォーム作成やテス

トの実施

・各手続における押印

欄廃止・情報収集

・国の進める、子育

て、介護や転出入に係

るオンライン化に向け

たシステム改修等の検

討

・市民向け電子申請シ

ステム活用事例の拡充

・転出転入手続きワンス

トップサービスの運用開始

・子育て・介護関係等26手

続きのオンライン化運用開

始に向けた調整

・国等の動向に合わせた押

印欄の廃止

・請求書等の押印廃止に係

る情報収集

・国等の動向に合わせた押

印欄の廃止

・請求書等の押印廃止に係

る情報収集

・孤独・孤立対策に係る、

ぴったりサービスへの制度

手続き登録検討・調整

・市民向けのオンライン手

続きの拡大検討

・国等の動向に合わせた押

印欄の廃止（継続）

・請求書等の押印廃止に係

る情報収集

・標準化移行後のオンライ

ン化に関し、適宜情報収集

・市民向けのオンライン手

続きの拡大検討

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる ② 一部進んでいる ② 一部進んでいる

進捗

評価

2-3 ペーパーレス化の推進

担当課 総務課、ICT推進課、人事課、各課

取組

内容
財政的、時間的コストの削減や市民の利便性向上に向けた、ペーパーレス化の取組を進めます。

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①市役所内部でのペーパーレス化の推進

②行政手続きのオンライン化の検討

年次

計画

取組

実績

進捗

評価
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①技能労務系業務の提供体制の見直し

R2 R3 R4 R5 R6

継続検討

一部実施

（検討結果により）

随時見直し
随時検討して、実施

・清掃業務員３名、

学校用務員１名、保

育所調理業務員１名

の正職員を会計年度

任用職員に変更

・今年度末退職者分

の会計年度任用職員

化に向け、次年度の

配置について調整

・ごみ収集民間委託

等により４名の正職

員減

・学校用務員３名の

正職員を会計年度任

用職員に変更

・公用バス運行業務の民

間委託により１名の正職

員減

・学校用務員３名、保育

所調理員１名の正職員を

会計年度任用職員に変更

・学校用務等に係る正職

員１名分及び会計年度任

用職員６名分の業務を民

間に委託（R5.4より）

・学校用務員１名の

正職員及び6名の会計

年度任用職員につい

て、R5.４より民間委

託開始

・学校用務員３名及

び保育所調理業務員

１名の正職員を会計

年度任用職員に変更

・ごみ収集民間委託

等により６名の正職

員減少

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①技能労務系業務の提供体制の見直し

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-4 技能労務系業務における職員体制の見直し

担当課 人事課、各業務担当課

取組

内容
技能労務系業務のより効率的な執行のため、直営での職員配置のあり方など、提供体制を見直します。

14



２　内部資源の効率的な活用と強化

①収納体制の効率化

R2 R3 R4 R5 R6

業務集約に向けた調

整

収納業務の集約（国

保・介護）

更なる集約に向けた検

討

システム整備（税・国

保・後期・介護）

国の標準システムを

見据えた収納システ

ムの一元化整備

・令和3年度の収納一

元化に向けた検討

・収納一元化に伴う

システム改修費用等

を予算措置

・徴収・収納業務の

統合に伴う人員配置

体制の整理

・国民健康保険料、

後期高齢者医療保険

料、介護保険料の収

納及び徴収業務を収

納課へ集約

・一元化に伴うシス

テム改修及び検証の

実施

・一元化後に発生し

た不具合等の修正

・収納に係るシステ

ムの一元化検討

・標準システム仕様

書の確認

・標準システム仕様

書の確認

・現行業務と標準化

後業務のGAP検証

・標準化後の業務見

直し

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る
② 一部進んでいる

②自主財源の確保・拡大

R2 R3 R4 R5 R6

自主財源の確保・拡大

に向けた検討、実施

ふるさと納税制度の推

進

・ポータルサイトの

追加導入

・贈呈する返礼品相

当額や返礼品数の上

限撤廃

・市外在住者に向け

帯広市のPR

・返礼品取扱い事業

者数や返礼品数の増

・ポータルサイトの

追加導入

・市外在住者に向け

帯広市のPR

・返礼品取扱い事業

者数や返礼品数の増

・ポータルサイトの

追加導入

・市外在住者に向け

帯広市のPR

・返礼品取扱い事業

者数や返礼品数の増

・ポータルサイトの

追加導入

・市外在住者に向け

帯広市のPR

・返礼品取扱い事業

者数や返礼品数の増

・ポータルサイトの

追加導入

・委託事業見直しに

よる経費削減

・市外在住者に向け

帯広市のPR

・返礼品取扱い事業

者数や返礼品数の増

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①収納体制の効率化

②自主財源の確保・拡大

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-5 自主財源の確保・拡大

担当課 財政課、収納担当課、各課

取組

内容
自主財源の確保・拡大に向けた、収納体制の効率化や広告事業の実施などの取組を継続的に進めます。
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①施設におけるキャッシュレス決済の導入検討

R2 R3 R4 R5 R6

導入の検討

（検討結果により）

試行導入、検証

（本庁舎への導入開

始を優先して検討し

たため、実績なし）

・キャッシュレス決

済導入可能施設の検

討

・キャッシュレス決

済時における課題の

整理

・キャッシュレス決

済導入可能施設の検

討

・キャッシュレス決

済時における課題の

整理

・キャッシュレス決

済導入に向けた他市

の情報収集

・キャッシュレス決

済導入に向けた他市

の情報収集

・一部施設（動物

園）においてキャッ

シュレス決済導入に

向けた検討

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

③ さらなる推進が必

要

②市税等のキャッシュレス決済の導入検討

R2 R3 R4 R5 R6

随時検討

運用開始

（諸証明手数料）

運用準備（市税等）

運用開始（市税等）

QRコード決済開始（固

定資産税・軽自動車税

のみ）

地方税共通納税シス

テムにおける公金収

納の準備（税は一部

実施済み）

【諸証明手数料】

・窓口（２か所）へ

の導入に向けた整理

（アプリほか）

【市税ほか】

・システム改修経費

を予算措置

・収納代行業者の選

定・契約

【諸証明手数料】

・窓口（２か所）へ

の導入

【市税ほか】

・スマホアプリによ

るキャッシュレス納

付導入に向けて、シ

ステム改修等を実施

・スマホアプリ収納

の実施

・クレジット収納の

導入検討

・QRコード決済開始

に向けたシステム改

修

地方税共通納税シス

テムにおいてQRコー

ド決済及びクレジッ

ト納付開始（固定資

産税・軽自動車税の

み）

・町内の情報共有や検

討の推進を図るため、

ワーキンググループを

設置

・地方税共通納税シス

テムにおける収納税目

に市道民税を追加

・公金収納導入に向け

た予算編成を予定

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①施設におけるキャッシュレス決済の導入検討

②市税等のキャッシュレス決済の導入検討

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-6 収納業務におけるキャッシュレス決済導入の検討

担当課 各施設所管課、収納担当課

取組

内容

利便性向上や業務効率化のため、市税や施設使用料、手数料などの支払いについて、クレジットカードや電子

マネー、QRコード※決済など、キャッシュレス決済導入の検討を進めます。
※QRコードの商標は㈱デンソーウェーブの登録商標です
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①業務の繁閑等に応じた職員の柔軟な配置

R2 R3 R4 R5 R6

繁忙期の他課応援の

試行実施

業務の繁閑に応じて

他課応援の実施

・臨時的業務に係る

担当組織の設置及び

全庁的な応援体制構

築（臨時給付課、新

型コロナワクチン接

種推進室）

・国勢調査業務に係

る総務室内での応援

体制構築

・新型コロナワクチ

ン予防接種をはじめ

とした臨時的業務に

対応するため、職員

応援を実施

・ふるさと納税件数

増加に伴い、業務繁

忙期において、応援

職員の配置

・選挙、新中間処理

施設整備、マイナン

バーカード交付、こ

ども応援給付金支

給、空港整備に係る

業務等の臨時的業務

に対応するため、応

援職員の配置

・選挙、インターハ

イの開催、コミュニ

ティセンターの維持

管理、町内会の防犯

灯の整備、価格高騰

重点支援給付金に係

る業務等の臨時的業

務に対応するため、

応援職員の配置

・選挙に係る業務に

おいて、職員の応援

を実施

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

②会計年度任用職員や任期付職員の活用

R2 R3 R4 R5 R6

会計年度任用職員と

任期付職員の活用

・会計年度任用職員

制度の運用開始

・育休任期付職員制

度の運用開始

・任期付職員制度の

運用拡大（事務職・

土木職を追加）

・育休取得者や臨時

的に発生した業務に

対応するため、会計

年度任用職員及び任

期付職員を引き続き

配置

・育休取得者や臨時

的に発生した業務に

対応するため、会計

年度任用職員及び任

期付職員を引き続き

配置

・育休取得者や臨時

的に発生した業務に

対応するため、会計

年度任用職員及び任

期付職員を引き続き

配置

・育休取得者や臨時

的に発生した業務に

対応するため、会計

年度任用職員及び任

期付職員を引き続き

配置

② 一部進んでいる
① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①業務の繁閑等に応じた職員の柔軟な配置

②会計年度任用職員や任期付職員の活用

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-7 職員配置の柔軟化と多様な任用形態の活用

担当課 人事課、各課

取組

内容

より効率的に業務を執行するため、業務の特性に応じた柔軟な職員の配置や任期付職員などの活用を進めま

す。
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①職員カイゼン制度の見直し、実施

R2 R3 R4 R5 R6

カイゼン制度の見直

し、実施

・カイゼン運動の見

直しの検討

・カイゼン運動の実

施、とりまとめ、庁

内共有

・職員からの提案の

行財政改革計画への

位置付けに向けた試

行運用

・カイゼン運動の実

施、とりまとめ、庁

内共有

・エクセル相談窓口

の設置など、相談・

解決事例の共有を通

した全庁的な事務効

率化

・電子申請システム

に特化したカイゼン

運動の実施

・エクセル相談窓口

の継続設置など、相

談・解決事例の共有

を通した全庁的な事

務効率化

・業務改善すべき職

場への介入、改善策

の提案

・業務改善事例の

ツールの共有

・エクセル相談窓口

の継続設置など、相

談・解決事例の共有

を通した全庁的な事

務効率化

・庁内のデジタルリテラ

シー向上に向けた取り組み

の方向性を検討

・２年次職員に向けた業務

改善研修の実施

・各課からの相談に対する

業務改善提案及びサポート

の実施

・業務改善を促すeラーニ

ングコンテンツの展開

・ノーコード・ローコード

ツールの導入準備

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

②会議の見直し

R2 R3 R4 R5 R6

会議体の整理統合

会議ルールの設定
会議ルールの徹底

・会議ルール「内部

会議・打合せ8つのコ

コロエ（心得）」の

作成・庁内通知

・会議体の整理統合

に向けた庁内照会、

統合・廃止等の実施

・Web会議の増加を

踏まえ、「Web会

議・打ち合わせのコ

コロエ（心得）」を

作成・庁内通知

・会議体の整理統合

に向けた庁内照会、

統合・廃止等の実施

・Zoom以外のWeb会

議用ツールの有料ア

カウントの取得・利

用の拡大

・会議体の統合を実

施

・Webexアプリを全

職員端末へ導入し、

会議をよりスピー

ディーかつ手軽に実

施できる環境の整備

・会議体の統合に向

けた検討

・予算・経理実務研修会の

Webex配信による実施（財

政課ほか）

・ペーパーレス推進のため

の取組方針に、会議・打ち

合わせ時のWebミーティン

グ機能(Webex)の積極的活

用を位置づけ、庁内に周知

・市民向けオンライン面談

予約システムを開発し、稼

働に向けた準備

・内部会議体の運用の見直

しを実施

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①職員カイゼン制度の見直し、実施

②会議の見直し

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-8 業務改善の継続的な実施・共有

担当課 ICT推進課、各課

取組

内容

生産性の向上を図るため、職員の発案による業務改善制度を継続的に見直しながら実施し、情報を共有しま

す。
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２　内部資源の効率的な活用と強化

①人材そだち評価結果の勤勉手当への反映の拡大

R2 R3 R4 R5 R6

制度の検証

一部見直し
庁内協議

制度の適切な運用を

通じた適正な評価の

実施

前年度人事評価結果

の勤勉手当への反映

を一般職にも拡大

全職員の勤勉手当に

前年度の人事評価結

果を反映

・「人材そだち評価

制度」への一般職の

勤勉手当反映に向

け、職員団体との交

渉を実施

・職員団体と協議

し、一般職について

令和５年度以降の勤

勉手当に前年度の人

事評価結果を反映す

ることを合意

・評価結果の勤勉手当

への反映について、一

般職まで拡大すること

を踏まえた人事評価マ

ニュアルの改正と職員

向け説明会の実施

・一般職の勤勉手当へ

の反映拡大を見据えた

適正な評価の実施

・前年度の人事評価

結果を一般職員の勤

勉手当に反映

・引き続き、前年度

の人事評価を全職員

の勤勉手当に反映

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

① 計画通り進んでい

る

R2 R3 R4 R5 R6

進捗

評価

年次

計画

取組

実績

取組

事項

①人材そだち評価結果の勤勉手当への反映の拡大

年次

計画

取組

実績

進捗

評価

2-9 人事評価制度の活用拡大

担当課 人事課

取組

内容
人材育成のため、人材そだち評価制度の手当への反映を拡大します。
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１ 策定の趣旨 

 

帯広市では、昭和 58 年に「帯広市行財政改革基本計画」を定め、事務事業の見直しなどを

進めて以来、平成 25 年からの「行財政運営ビジョン」まで行財政改革についての取組を進め

てきました。 

 これからの自治体経営においては、人口減少や技術革新などをはじめとする急速な社会環

境の変化を見据え、真に必要な行政サービスを安定的かつ確実に提供しながら、住民福祉の

向上を図っていくことが必要です。 

今後、これまで以上に効果的、効率的な行財政運営を図り、持続可能なまちづくりに取り

組んでいくため、帯広市行財政改革計画（以下「本計画」といいます。）を策定し、本市にお

ける行財政改革の基本的な考え方と具体的取組を明らかにするものです。 

 

名称 期間 主な取組事項 

第一次行財政改革 H12～H15 
社会福祉施設（東明寮、平原学園）の民間移管、 

学校用務員の見直し 等 

第二次行財政改革 H16～H19 ごみ収集業務の見直し、補助金・負担金の見直し 等 

新たな行財政改革 H20～H24 電算処理業務の見直し、公的資金の繰上償還 等 

行財政運営ビジョン H25～R1 市民協働の推進、窓口サービス等の充実 等 

 

表１ 近年の行財政改革に係る計画 

 

 

２ 帯広市を取り巻く状況 

 

（１）自治体を取り巻く社会環境 

社会の成熟化や、人々のライフスタイルや価値観の多様化に伴い、市民ニーズは複雑化、

高度化し、地方分権改革が進められる中において、住民にとって最も身近な行政である市

町村の果たす役割は大きくなっています。 

このような状況のもと、指定管理者制度※や PFI※など民間企業の参画のほか、NPO など

も含めた多様な主体による公共サービスの提供や公民連携が様々な部門で広がってきてい

ます。 

  また、急速な技術革新の進展により、AI※やロボットなどの ICT※が社会生活に広がりつ

つあり、自治体においても、それらの技術を活用した業務の効率化や住民サービスの向上

が期待されています。 

 

 



2 

（２）人口の動向 

国勢調査における帯広市の人口は、2000（平成 12）年に 173,030 人でピークとなり、長

期的には減少局面にありますが、2015（平成 27）年の調査では 169,327 人となり前回調査

より増加するなど、道内他地域と比べると堅調に推移しています。 

しかしながら、帯広市人口ビジョン※（以下「人口ビジョン」といいます。）においては、

2065（令和 47）年の人口を 2015（平成 27）年と比べて約 26％減の 125,755 人としてお

り、今後は、人口減少を前提としたまちづくりを行っていかなければなりません。 

65 歳以上人口の割合である高齢化率は、2000（平成 12）年に 15.3％でしたが、少子化

や団塊の世代の高齢化に伴い、2015（平成 27）年には 26.4％と急速に上昇しています。人

口ビジョンでは、今後、上昇のペースは緩やかになり、2050（令和 32）年に 37.5％でピー

クを迎えると展望しています。 

15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は、総人口よりも早い 1995（平成 7）年にピークを

迎えて以降、減少傾向にあり、人口ビジョンでは 2065（令和 47）年には 2015（平成 27）

年の 104,073 人から約 39％減の 63,529 人にまで減少すると展望しています。 

生産年齢人口の減少は、地域経済の活力低下のほか、行政サービスにおける人材の確保

にも影響を及ぼすことが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 帯広市の人口推移と将来展望人口 

出典：国勢調査、帯広市人口ビジョン 
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（３）財政の状況 

帯広市の普通会計※の決算額は、近年は 800 億円を超える規模で推移しており、歳出では

人件費、扶助費※、公債費※を合わせた義務的経費※の割合が過半を占めています。 

歳入では、自主財源※の根幹をなす市税や、地方消費税交付金※が増加してきた一方で、

地方交付税※は減少を続けており、一般財源※の総額はほぼ横ばいで推移しています。また、

国からの補助金や地方交付税などの依存財源※の割合が 50％を超える状況が続いており、

国の影響を受けやすい財政構造となっています。 

こうした中、経常収支比率※は、道内 8 市平均※と比べて低い数値ではあるものの、90％

前後で推移しており、財政の弾力性が低い状況となっています。 

今後、高齢化の進行に伴う社会保障関係費の増加や、人口減少の影響による市税の減少

などにより、財政面での制約が強まることが懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費

108.1
（13.4%）

扶助費

223.6
（27.8%）

公債費

89.8
（11.2%）

物件費

94.5
（11.7%）

補助費等

81.5
（10.1%）

投･出資

･貸付金

80.0
（10.0%）

繰出金

46.2
（5.7%）

普通建設

65.1
（8.1%）

合計
804.9

任意的経費
383.4
（47.6%）

義務的経費
421.5
（52.4%）

その他

16.1
（2.0％）

繰出金

35.0
（4.3%

市税

225.1
（27.7%）

32.0
（3.9%）

諸収入

100.3
（12.3％）地方交付税

140.2
（17.2%）

譲与税・

交付金

52.2
（6.4%）

国・道

200.0
（24.6%）

市債

52.5
（6.5%）

その他

11.2
（1.4%）

合計
813.5

自主財源
368.6
(45.3%)

分担金・
使用料等

依存財源
444.9
（54.7%）

図２ 平成 30 年度決算の状況 

出典：市財政課 

歳入 歳出 

図３ 経常収支比率の推移 
出典：市財政課 

（単位：億円） 

（単位：％） 
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（４）職員の状況 

過去の行財政改革の取組等により、正職員数は 2019（平成 31）年度当初で 1,342 人と、

平成 11 年度当初から約 20％減少しています。また、今後、人口減少に伴う正職員数の減

少は避けられません。さらに平均年齢がピーク時（平成 18 年）と比べて約 5 歳若くなるな

ど、年齢構成も変化してきています。 

部門別職員数を道内の主な都市と比べると、市立病院の廃止等により、公営企業等部門

の職員数は少なくなっていますが、保育所やごみ収集に係る職員数が多い状況にあります。 

なお、2020（令和 2）年度から会計年度任用職員制度※を導入し、非常勤職員のうち 1,600

人程度が会計年度任用職員に移行することに伴い、総人件費の増加が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 帯広市の職員数と平均年齢の推移（各年度 4 月 1 日現在） 

出典：市職員課 
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（５）公共施設の状況 

帯広市では、昭和 40 年代から平成 10 年代にかけて、人口の増加や都市化の進展に伴い、

多くの公共施設の整備を進めてきました。現在、それらの公共施設の多くで年数の経過に

よる老朽化が進み、平成 30 年度末現在では、面積割合で全体の 50.5％が、一般的に大規模

改修が必要とされる築 30 年以上を経過しています。 

仮に、全ての公共施設を保有し続けた場合、2019（令和元）年度からの 40 年間に必要と

なる改修・更新費用は、単年度平均では約 181 億円と試算しています。これは 2014（平成

26）年度から 2018（平成 30）年度までの 5 年間に公共施設の改修・更新に要した費用の

約 2.7 倍にあたり、全ての改修・更新を実施することは困難であることから、帯広市公共施

設マネジメント計画※に基づき、施設総量の適正化や長寿命化などに取り組んでいく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５ 公共施設の建築年次別整備状況 
出典：市企画課 
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３ 基本的な考え方 

 

（１）課題認識 

帯広市を取り巻く状況を踏まえると、今後の行財政運営に当たっては、人口減少の進行

などの社会情勢や市民ニーズの変化等に対応しながらも、住民福祉の向上を図っていくた

め、自治体の限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）を、効果的に活用していくことがよ

り一層必要になります。 

また、直面する人的・財政的な制約を考えると、今後、これまでと同様のサービスを、

これまでと同じ方法で継続していくことは困難であり、既存の行政サービスの取捨選択と、

行うべきサービスをどのような手法・体制で提供していくかの検討を、併せて行っていか

なければなりません。 

さらに、正職員数の減少が見込まれる中で、業務を確実に執行していくため、新たな技

術の活用などによる組織レベル・個人レベル両面での業務効率化や仕事の進め方の変革が

必要です。 

 

 

（２）方向性と取組の柱 

  課題認識を踏まえ、今後の行財政改革に当たっての方向性を次のとおりとします。 

 

○既存の行政サービスの検証と見直しを継続的に進め、健全な財政運営を図ります。 

 

○サービスの性質や内容に応じ、民間企業などの協力を得ながら、より効果的・効率的な

提供体制を構築します。 

 

○職員の力をより効果的に活用するとともに、ICT の活用や業務の標準化・省力化などを

進め、生産性の向上を図ります。 

 

また、取組の柱については「行政サービスの見直しと公民連携の推進」と「内部資源の効

率的な活用と強化」の 2 つとし、具体的な取組を計画的に推進していきます。 

なお、個別の取組項目については、8 ページ以降に掲載しています。 

 

  

表２ 取組の柱と主な取組の例 
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（３）位置付け 

行財政改革に関する分野計画として、第七期帯広市総合計画に即して策定し、本市にお

ける行財政改革の基本的な考え方と具体的取組を示すものです。 

 

 

（４）計画期間 

  2020（令和 2）年度から 2024（令和 6）年度までの 5 年間とします。 

 

 

（５）推進体制及び進捗管理 

本計画は、毎年度進捗管理を行い、社会経済情勢等の変化を踏まえて、必要に応じた新

たな取組項目の追加を行います。 

進捗状況については、市長を本部長とする行財政改革推進本部会議による確認を行うほ

か、外部委員による会議にも報告を行いながら、毎年度、公表します。 

また、計画全体の成果を客観的に評価する指標として、第七期帯広市総合計画の施策 23

「自治体経営の推進」における「目指そう指標」である「まちづくりのために、有効に税金

が使われていると思う市民の割合」と「月間の時間外勤務時間が 45 時間を超えた職員の数

（年度内の累計）」の 2 つを設定します。 

 

  

図６ 月間の時間外勤務時間が 45 時間を 

超えた職員の数の推移（年度内の累計） 

出典：市職員課 

指標１ まちづくりのために、有効に税金が使われていると思う市民の割合 

    （第七期帯広市総合計画の施策 23「自治体経営の推進」と同一） 

基準値（R1） 目標（R6） 

26.8％ 31.8％ 

 

指標２ 月間の時間外勤務時間が 45 時間を超えた職員の数（年度内の累計） 

基準値（H30） 目標値（R6） 

762 人 509 人（H26 水準）以下 
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４ 取組項目 

項目選定の主な視点 

 ➀ 業務やサービスを取り巻く社会環境等が変化していないか。 

 ➁ 他都市と比較して、職員の配置やサービスの水準は妥当か。 

 ➂ 市が直接実施しなければならないか。 

 ➃ 職員が行う業務を、機械化、自動化できないか。 

 ➄ 業務の効果を向上させることはできないか。 

 

１ 行政サービスの見直しと公民連携の推進 主な視点 

１－１ 保育所の民間移管・再編 ➁、➂ 

１－２ ごみ収集業務の民間委託拡充 ➁、➂ 

１－３ コミュニティ施設の管理運営手法の検証 ➀ 

１－４ 施設の管理運営業務等の包括委託・委託拡充の検討 ➁、➂ 

１－５ 指定管理者制度の導入拡大、運用の見直し ➂ 

１－６ 学校給食センターの運営手法の調査・研究 ➁、➂ 

１－７ コミュニティセンター分室機能の廃止検討 ➀ 

１－８ 公用バスの廃止検討 ➀、➁、➂ 

 

２ 内部資源の効率的な活用と強化 主な視点 

２－１ 定型的業務への RPA※の導入 ➀、➃、➄ 

２－２ ICT の利活用による業務の効率化 ➀、➃、➄ 

２－３ ペーパーレス化の推進 ➀、➃ 

２－４ 技能労務系業務※における職員体制の見直し ➀、➁ 

２－５ 自主財源の確保・拡大 ➀、➁、➄ 

２－６ 収納業務におけるキャッシュレス決済導入の検討 ➀、➃、➄ 

２－７ 職員配置の柔軟化と多様な任用形態の活用 ➀、➄ 

２－８ 業務改善の継続的な実施・共有 ➃、➄ 

２－９ 人事評価制度の活用拡大 ➄ 

次ページからの年次別計画については、総合計画の推進計画との整合も踏まえ、 

概ね令和 4 年度までを目処に取組を記載しています。 
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年次別計画 

１ 行政サービスの見直しと公民連携の推進 

１－１ 保育所の民間移管・再編 

担当課 こども課 

取組内容 
将来にわたって安定的な保育を提供するため、公立保育所の民間移管や保育需要

に応じた定員の縮小を進めます。 

取組事項 
①公立保育所の民間移管 

②公立保育所の定員縮小 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 対象施設の決定 公募・選定（日赤東） 

引継（日赤東） 

公募・選定（帯広） 民間移管（日赤東） 公募・選定（豊成） 

② 
定員縮小施設の

決定 

定員縮小に向け

た調整 
 

定員のあり方の

検討 

 

 

 

１－２ ごみ収集業務の民間委託拡充 

担当課 清掃事業課 

取組内容 ごみ収集業務をより効率的に実施するため、民間委託の範囲を拡充します。 

取組事項 ①プラスチックごみ収集業務の民間委託拡充 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
拡充に向けた業

者選定 

新規委託実施 

（直営の収集車

9 台中 3 台程度） 

更なる拡充の検

討 

プラ製容器包装収

集業務（R6～R8）

に係る入札・契約 

プラ製容器包装

収集業務委託開

始（R6～R8） 

 

１－３ コミュニティ施設の管理運営手法の検証 

担当課 市民活動課、農村振興課 

取組内容 
コミュニティセンターや地域福祉センター、農業センターの管理運営手法につい

て検証を行い、今後のあり方を検討します。 

取組事項 ①コミュニティ施設の管理運営手法の検証 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 

管理運営手法の

検証 

 
（検証結果によ

り）可能なものか

ら見直し検討 

 

 

 

施設設置条例施行規則

の改正 

新たな使用許可基準の

運用開始 

 

新たな使用許可基準、

利用内容の見直し 
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１－４ 施設の管理運営業務等の包括委託・委託拡充の検討 

担当課 各施設管理課、人事課 

取組内容 
施設等の効果的・効率的な運営を図るため、清掃や警備、受付などの維持管理業務

について、複数施設の包括的な委託や、委託内容の拡充を検討します。 

取組事項 
①施設の維持管理業務等の包括委託の検討 

②市庁舎総合案内や電話交換業務等の民間委託の検討 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
対象施設、業務内

容の検討 
検討の継続 

随時検討し、可能な部

分から委託業務実施 

  

② 
委託業務範囲、実

施体制の検討 

直営による効率

的な運営体制の

検討 

総合案内や電話交

換業務等の運営体

制の見直し 

庁舎改修に合わせ

た更新手法の検討 

 

 

 

１－５ 指定管理者制度の導入拡大、運用の見直し 

担当課 各施設所管課、契約管財課 

取組内容 
直営で運営している公の施設について、指定管理者制度の導入拡大の検討を進め

るほか、既に導入している施設について、より効果的な運用方法を検討します。 

取組事項 
①指定管理者制度の新規導入 

②運用方法の見直し 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 

検討、導入施設決

定 

 

（検討結果により） 

指定管理者公募 

新規導入施設の

検討、所管課との

調整等 

   

② 
運用方法の見直

し検討 

見直し後の運用

で選定作業 

運用方法等の整

理 

整理後の運用によ

る施設管理 

必要に応じ運用見

直し 

 

 

１－６ 学校給食センターの運営手法の調査・研究 

担当課 学校給食センター 

取組内容 
学校給食センターのこれまでの運営状況や社会情勢の変化などを踏まえて、今後

の安定的かつ効率的な運営手法について調査・研究します。 

取組事項 ①給食センターの運営手法の調査・研究 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
内部調査・研究 

  

 

運営委員会から

の意見聴取 

今後の方向性の

整理  

情報収集の継続 

さらなる安定運営

に向けた職員体制

の見直し検討 
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１－７ コミュニティセンター分室機能の廃止検討 

担当課 戸籍住民課 

取組内容 
利用状況等に鑑み、コミュニティセンターで住民票等の交付を行っている戸籍住

民課分室機能の廃止を検討します。 

取組事項 ①コミュニティセンター分室の廃止検討 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 廃止の検討 
廃止時期の再検

討 
 

廃止時期の決定

及び証明書交付

窓口の今後の方

向性の整理 

デジタルを活用

した代替機能の

検討など、証明書

交付窓口の今後

の方向性の整理 

 

１－８ 公用バスの廃止検討 

担当課 総務課、各事業担当課 

取組内容 

市が保有し、行事等に使用しているバスについて、老朽化が進み、運転等の人員の

確保も困難になってきていることから、市でのバス保有の廃止と、バスの運行が必

要な事業の民間活用を検討します。 

取組事項 ①公用バスの廃止、バス使用事業の代替手法の検討 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 代替手法の検討 代替手法の決定 バスの廃止 
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２ 内部資源の効率的な活用と強化 

２－１ 定型的業務への RPA の導入 

担当課 ICT 推進課、各課 

取組内容 
職員がより付加価値の高い業務に従事できるよう、税業務や内部管理業務などに

おいて、RPA の導入を進めます。 

取組事項 ①RPA の導入 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① RPA 導入の検討 
（検討結果により）

試行導入、検証 

RPA の導入、活用

拡大の検討 
RPA の活用拡大   

 

２－２ ICT の利活用による業務の効率化 

担当課 ICT 推進課、各課 

取組内容 AI を含む ICT について各業務への積極的な活用を図り、業務効率化を進めます。 

取組事項 ➀ICT 活用による業務の効率化 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
ICT 活用（AI な

ど）の検討 

（検討結果により）

試行導入、検証 

グループウェア

※の導入検討 

ICT 活用拡大の検討 

システム標準化に

向けた調整 

グループウェア導入 

 

 

 
システム標準化に向けた
データ移行 
一部システムの標準準拠
システム※移行 

 

２－３ ペーパーレス化の推進 

担当課 総務課、ICT 推進課、人事課、各課 

取組内容 
財政的、時間的コストの削減や市民の利便性向上に向けた、ペーパーレス化の取組

を進めます。 

取組事項 
①市役所内部でのペーパーレス化の推進 

②行政手続きのオンライン化の検討 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 

会議のペーパー

レス化の試行実

施、検証 

順次、導入範囲の拡大 

ペーパーレス化に向け

た執務環境の見直し 

オンライン会議用端末

の継続運用 

ペーパーレス化の促進 

 

 

 

電子決裁システ

ムの導入検討 

 

 

 

個別システムでの電子

決裁機能の導入検討 

 

② 
随時検討 

国等の情報収集 

国の動向に合わ

せた検討 

 

 

 

マイナンバーカー

ドを活用した行政

手続きオンライン

化の拡充 

 

随時検討し、可能なも

のからオンライン化 
 
標準準拠システム移

行に伴うオンライン

化に関する情報収集 

 

 
標準準拠システム移
行に伴うオンライン
化に関する影響調査 
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２－４ 技能労務系業務における職員体制の見直し 

担当課 人事課、各業務担当課 

取組内容 
技能労務系業務のより効率的な執行のため、直営での職員配置のあり方など、提供

体制を見直します。 

取組事項 ①技能労務系業務の提供体制の見直し 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
継続検討 

一部実施 

（検討結果により） 

随時見直し 

随時検討して、実

施 
   

 

２－５ 自主財源の確保・拡大 

担当課 財政課、収納担当課、各課 

取組内容 
自主財源の確保・拡大に向けた、収納体制の効率化や広告事業の実施などの取組を

継続的に進めます。 

取組事項 
①収納体制の効率化 

②自主財源の確保・拡大 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
業務集約に向け

た調整 

収納業務の集約

（国保・介護） 

更なる集約に向け

た検討 

システム整備（税・

国保・後期・介護） 

国の標準システム

を見据えた収納シ

ステムの一元化整

備 

 

② 

自主財源の確保・拡大

に向けた検討、実施 
    

ふるさと納税制

度の推進 
    

 

２－６ 収納業務におけるキャッシュレス決済導入の検討 

担当課 各施設所管課、収納担当課 

取組内容 

利便性向上や業務効率化のため、市税や施設使用料、手数料などの支払いについ

て、クレジットカードや電子マネー、QR コード※決済など、キャッシュレス決済

導入の検討を進めます。 

取組事項 
①施設におけるキャッシュレス決済の導入検討 

②市税等のキャッシュレス決済の導入検討 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
導入の検討 

 

（検討結果により） 

試行導入、検証 

 
 

  

 

  

② 随時検討 

運用開始（諸証明手

数料） 

運用準備（市税等） 

運用開始（市税等） 

QR コード決済 

開始（固定資産税・

軽自動車税のみ） 

地方税共通納税シ
ステムにおける公
金収納準備（税は一

部実施済み） 
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２－７ 職員配置の柔軟化と多様な任用形態の活用 

担当課 人事課、各課 

取組内容 
より効率的に業務を執行するため、業務の特性に応じた柔軟な職員の配置や任期

付職員などの活用を進めます。 

取組事項 
①業務の繁閑等に応じた職員の柔軟な配置 

②会計年度任用職員や任期付職員の活用 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
繁忙期の他課応

援の試行実施 

 

業務の繁閑に応じ

て他課応援の実施 

 

  

② 

会計年度任用職

員と任期付職員

の活用 

    

 

２－８ 業務改善の継続的な実施・共有 

担当課 ICT 推進課、各課 

取組内容 
生産性の向上を図るため、職員の発案による業務改善制度を継続的に見直しなが

ら実施し、情報を共有します。 

取組事項 
①職員カイゼン制度の見直し、実施 

②会議の見直し 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
カイゼン制度の

見直し、実施 
     

② 

会議体の整理統合     

会議ルールの設定  会議ルールの徹底   

 

２－９ 人事評価制度の活用拡大 

担当課 人事課 

取組内容 人材育成のため、人材そだち評価制度※の手当への反映を拡大します。 

取組事項 ①人材そだち評価結果の勤勉手当※への反映の拡大 

年次計画 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
制度の検証 

一部見直し 
庁内協議 

制度の適切な運

用を通じた適正

な評価の実施 

前年度人事評価

結果の勤勉手当

への反映を一般

職にも拡大 

全職員の勤勉手

当に前年度の人

事評価結果を反

映 



15 

用語説明 

（アルファベット） 

A I
エーアイ

 

人工知能。Artificial Intelligence の略 

 

I C T
アイシーティー

 

情報通信技術。 

Information and Communication Technology

の略 

 

P F I
ピーエフアイ

 

これまで公共が担ってきた事業分野におい

て、官民の適切な役割分担の下で、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用し、公共サービ

スをより効果的、効率的に提供するための事業

手法のこと。Private Finance Initiative の略 

 

Q R
キューアール

コード 

小さな四角形を縦横に並べた図形パターン

により、文字などのデータを記録する規格のこ

と。※QR コードの商標は㈱デンソーウェーブ

の登録商標です 

 

R P A
アールピーエー

 

人間が行う業務をソフトウェアにより自動

化して行うこと。Robotic Process Automation

の略 

 

（ア行） 

依存財源 

歳入のうち、国や北海道から定められた額を

交付されたり、割り当てられる収入 ⇔自主財

源 

 

一般財源 

歳入のうち、使途が特定されておらず、どの

ような経費にも使用することができる収入 

⇔特定財源 

 

帯広市公共施設マネジメント計画 

 財政状況を考慮しながら、長期的な視点を持

って公共施設等の機能が効果的に発揮するよ

うに取り組むための基本的な方針や考え方を

示した計画。平成 29 年 2 月に策定 

 

帯広市人口ビジョン 

 帯広市における人口の現状を分析し、人口に

関する地域住民の認識を共有することで、今後

目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示

す資料。平成 28 年 2 月に作成 

 

（カ行） 

会計年度任用職員制度 

地方公務員法と地方自治法の改正により、令

和 2 年度から新たに地方自治体に設けられる、

会計年度を単位とした職員の任用形態 

 

技能労務系業務 

一般行政や技術職の業務以外で、公権力を行

使しない、ごみ収集、運転、給食調理、学校用

務員などの業務 

 

義務的経費 

地方自治体の経費のうち、支出が任意に削減

できない経費で、人件費、扶助費、公債費から

なる 

 

勤勉手当 

民間での賞与等にあたる手当のうち、勤務

状況に応じて支給されるもの。毎年 6 月と 12

月に支給される 

 

グループウェア 

組織内の情報共有や業務効率化のためのソ

フトウェアのこと。一般に、スケジュール管

理等、様々な機能を有する 
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経常収支比率 

各年度において、経常的に入ってくる収入に

対する、経常的に支払われる支出の割合。数値

が高いほど、財政の弾力性が低いと言える 

 

公債費 

歳出のうち、市債の元金償還や利子の支出 

 

（サ行） 

 自主財源 

  歳入のうち、市税や施設の使用料など、市が

自前で調達できる収入 ⇔依存財源 

 

指定管理者制度 

公の施設の管理に民間の能力やノウハウを

幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の節

減を図るため、市が指定する団体に管理を委任

する、地方自治法上の制度 

  

人材そだち評価制度 

職員の能力開発、人材育成のために帯広市で

平成 23 年度から本格実施している人事評価制

度。課長補佐職以上は、評価結果が勤勉手当へ

反映されている 

 

（タ行） 

地方交付税 

国が、国税の一定割合を原資として、財源の

不足分に応じて地方自治体に交付する資金。地

方自治体間の財源の不均衡を調整し、国民が受

ける基本的なサービスを、自治体によって差が

生じないようにする目的を持つ 

 

地方消費税交付金 

都道府県が、国から払い込まれた地方消費税

のうち、2分の1の額を人口の割合等で案分し、

市町村に交付する資金 

 

 

 

道内 8 市平均 

帯広市と北海道内の他市の財政状況を比較

するために、旭川市、函館市、苫小牧市、釧路

市、北見市、小樽市、江別市、室蘭市の各市の

数値を平均したもの 

 

（ハ行） 

 標準準拠システム 

  国が示す標準仕様に適合したシステムのこ

と。地方公共団体情報システムの標準化に関す

る法律により、各自治体は令和７年度末までに

標準準拠システムへの移行が求められている 

 

扶助費 

 歳出のうち、生活保護や高齢者、障害者など

を支援するための支出 

 

普通会計 

 個々の自治体の財政状況を比較できるよう

にするため、それぞれで異なっている会計の範

囲を、全国統一的に定めた会計区分。帯広市で

は一般会計、中島霊園事業会計、空港事業会計

（令和 3 年 4 月 1 日付で一般会計へ移行）を

統合したものをいう 


